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1.地域公共交通導入の目的

本町は、県都那覇市に隣接し、南部地域や中北部地域間の移動における交通の要衝となっており、
その地理的要因から通勤、通学及び帰宅時間帯等において、本町内の道路で渋滞が発生している。
本町内を通過する路線バスは、東西軸の幹線道路を主なルートとしているため、幹線道路から外れ
た地域や南北軸で移動する場合、公共交通の利便性が低い状況となっており、町民の移動手段は
自家用車に偏る傾向が見られる。そのため、本町に住む運転免許証を持たない高齢者や子どもと
いった移動困難者の移動支援が求められている。
また、観光客が移動する際に、移動する手段が乏しいことから、観光客の移動支援が必要と考えら

れる。
以上のことから、誰もが気軽に使いやすく、日常生活を支える相乗り型オンデマンド交通を定額で

提供することにより、移動しやすい環境を整えることを本実証運行の目的とする。
本実証運行を通じ、地域の事業者と連携し、まちの活性化を図ると同時に、移動データの共有など

を通じて既存公共交通との相乗効果を高め、将来に向けて安心できる、持続可能な移動サービスの
提供を目指す。
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2.地域公共交通の導入について

2-1　南風原町総合交通戦略の位置づけ　

南風原町交通基本計画・総合交通戦略の位置づけ 目標年次

令和4年　南風原町交通基本計画策定（約20年計画）

令和5年　南風原町総合交通戦略策定（約10年計画）

本町の交通に関連した現況及び課題整理
基本理念、将来像を策定
基本方針、施策の策定
将来ネットワークの検討
計画目標の設定
推進体制、評価・検討・改善の検討

本総合交通戦略は、策定の翌年度からの約10年
後を短期（5年）、中期（10年）毎に目標を立て施
策を推進する。

施策の展開方針、方向性の検討
個別施策の整理
個別施策のスケジュール設定
地区区分別施策のパッケージ化

令和5年度以降　個別施策の展開

令和15年度以降　南風原町総合交通戦略の見直し
（11年～20年計画）

重点的に取り組む施策の展開
総合交通戦略の評価

 

 

【国及び沖縄県上位計画・関連計画】 

●第 5 次南風原町総合計画（2017 年～） 

●南風原町国土強靭化地域計画（2021 年～） 

 

●交通政策基本計画（2021 年～） 

●自転車活用推進計画（2018 年～） 

●沖縄ブロック新広域道路交通ビジョン（2021 年～） 

●沖縄ブロック新広域道路交通計画（2021 年～） 

●新・沖縄 21 世紀ビジョン基本計画（2022 年～） 

●那覇広域都市計画「都市計画区域の整備、 

開発及び保全の方針」（変更原案 2022 年～） 

●沖縄県総合交通体系基本計画（2022 年～） 

●沖縄県広域道路整備基本計画（2010 年～） 

●沖縄本島中南部都市圏都市交通 

マスタープラン（2009 年～） 

●沖縄中南部都市圏総合交通戦略（2011 年～） 

（＊第 4 回 PT 調査に向けて検討中） 

●TDM 施策推進アクションプログラム（2021 年～） 

●沖縄県緊急輸送道路ネットワーク計画（2019 年～） 

●沖縄県自転車活用推進計画（2021 年～） 

【国関連計画】 

【県関連計画】 

【南風原町上位計画･関連計画･まちづくり計画】 

■南風原北 IC 土地利用計画  

■南風原南 IC 周辺土地利用計画 

■南風原町通学路安全プログラム 

【上位計画】 

【関連計画】 

【まちづくり計画】 

●南風原町都市計画マスタープラン（2022 年～） 

●第 9 次南風原町高齢者保健福祉計画（2021 年～） 

●第 5 次南風原町障がい者計画・第 6 期障がい 

福祉計画・第 2 期障がい児福祉計画（2021 年～） 

●南風原町地域防災計画（2023 年改訂予定） 

●南風原町観光振興計画（2014 年～） 

 
●那覇市交通基本計画・総合交通戦略 

●豊見城市交通基本計画・総合交通戦略 

●与那原町総合交通基本計画・地域総合交通戦略 

●南城市地域公共交通網形成計画 

【隣接自治体交通関連計画】 

整合 

整合 

整合 

整合

即する 

即
す
る 

連携 

• 南風原町の交通課題への対策として、令和4年7月に「南風原町交通基本計画」、令和5年7月に
「南風原町総合交通戦略」を策定

• 「南風原町総合交通戦略」では、短中期（5～10年間）において地域別の交通施策を展開



3

2 .地域公共交通の導入について

• 南風原町総合交通戦略の展開方針3（移動しやすい環境整備）」に「新たな公共交通導入可能性
の検討」を位置づけ

2-2　総合交通戦略の展開方針及び方向性

■
基
本
理
念 

：：   

「
誰
も
が
快
適
に
移
動
し
や
す
い
交
通
体
系
の
ま
ち
づ
く
り
」

南風原町交通基本計画基本方針及び施策

基本方針１：体系的な道路ネットワーク
の構築

• 幹線道路、補助幹線道路、生活道路の
整備

• 渋滞交差点等の改良
• 道路の維持・管理　　　
• 災害に強い道路網の形成　　　　　　　等

基本方針２：公共交通の利用促進
• 新しい公共交通システムの導入
• 周辺市町と連携したバス網の再編
• 支線公共交通の導入
• バス利用環境の創出　　　　　　　　　　等

基本方針３：安全・安心な交通環境の創出
• 自転車通行空間の整備
• 生活道路通過交通対策
• ＴＤＭ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

基本方針４：交流機能の向上
• 交通結節点の整備
• P&R
• シェアサイクル
• 小型モビリティ　　　　　　　　　　　　　　等

南風原町における交通の課題

課題2. 公共交通の利用環境　　（基本方針2,3,4）
• 誰もが利用しやすい公共交通機関
• 公共交通不便地域の解消
• 公共交通の利用促進　　　　　　　　　　　　　　　等

課題1.体系的な道路ネットワーク
　（基本方針1,2,3,4）

• 広域幹線道路の構築

• 地域内及び広域移動を支える道路ネットワーク
の構築

• 道路の段階構成
• 渋滞交差点の改善
• 歩きやすい歩行空間の創出　　　　　　　　　　等

課題3. 安全・安心な生活環境　　　（基本方針1,3）
• 既存道路の幅員再構築
• 自転車ネットワークの構築
• 生活道路や通学路の通過交通対策
• 災害に強い道路網の構築　　　　　　　　　　　　等

課題5.循環型・低炭素型　　　　　　（基本方針2,3,4）
• 自家用車利用に偏らない生活スタイルの構築

 

課題4. 交流拠点　　　　　　　　　　　（基本方針2,4）
• 各交通手段の有機的な連携
• 交通結節点を中心とした地域観光との連携
• 地域の交流拠点の構築

交通戦略の展開方針及び方向性将
来
像
➀
「
都
市
と
地
域
を
つ
な
ぐ
交
通
」

将
来
像
②
「
人
と
環
境
に
や
さ
し
い
安
全
・
安
心
な
交
通
」

展開方針１：
自動車交通の円滑性の向上

• 広域・地域幹線道路整備の
展開、渋滞交差点対策　等

展開方針2：
生活道路の安全性向上

• 生活道路、通学路における
対策の検討、実施

• 送迎交通への対応

展開方針3：
移動しやすい環境の整備

• 新たな公共交通導入の可能
性の検討

• バス待ち空間整備
• 交通結節点整備の可能性

• 自転車通行空間、サイクル
ステーション導入

核となる考え方１：

交通結節点を拠点としたネット
ワークの形成を検討

核となる考え方２：

安全で歩きたくなるまちづくりに
より、徒歩交通を促進

核となる考え方３：

状況に応じた近距離移動の
支援により、活力向上を図る
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３.新たな公共交通導入の可能性検討

短
期

中
期

長
期

新たな公共交通の導入

□■移動支援の手法検討

□■
民間活用
タクシーチケット

□■
新たな公共交通シ
ステムの導入可能
性検討

□新たな公共交通システムの導入

□■新たな公共交通システムの導入の検討

凡例
□　：南風原町

■　：国、県、民間事業者、 交通事業者

3-1　新たな公共交通導入の可能性検討の流れ

• 本町内における移動困難者への移動支援及び、路線バスとの接続向上を図り公共交通利便性向
上を図り、公共交通利用者を促進

【周辺地域と連携したバス網の再編】

本町は那覇市に隣接しており、本町の東側（西原、与那原、南城）及び南側
（八重瀬）から那覇市へ向かう通過交通が幹線道路へ集中し、通勤・通学時
や帰宅時において渋滞等の影響が発生していることから、周辺市町と連携し
たバス網の再編検討を行い、効率的なバス網の構築を図ります。
また、現在、区画整理事業による開発が進められている津嘉山地区の国道
507号バイパスへのバス路線の再編についても検討を行います。

■将来公共交通ネットワーク図
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３.新たな公共交通導入の可能性検討

本町内は国道329号、507号及び県道の一部のみ路線バスが運行しており、多くの地域で公共交通利用の不便地域が広がっているこ
とから、公共交通不便地域の移動手段について検討行い、あわせて地域内及び地域内外移動についても検討を行う。
地域や企業等と連携した持続的な運行手法についての検討も行う。

【地域公共交通計画の策定、新たな公共交通導入の検討、支線公共交通の検討】
• 本町を通過する東西軸、南北軸の幹線道路等において、広域移動を定時・速達性を向上を図るための新たな公共交通の導入の可能性

について検討を行う。
• 公共交通利用の不便地域が広がっており、地域内での公共交通移動も困難な状況であり、町外の広域移動の路線バスと、地域移動を

結ぶ支線公共交通として、コミュニティバスまたは、デマンド交通の導入に向けた検討、実証実験等を実施する。
• 「地域公共交通計画」の策定に向けて関係機関と連携を図るものとし、現在、県において検討されている地域公共交通計画と密に連

携を図り、広域移動及び地域内移動などの機能分担を明確にし、バス網再編の可能性についても検討を行うものとする。

【移動支援の手法の検討、民間と連携した移動支援の検討】
• 地域公共交通計画の検討と合わせて、短距離移動が困難な高齢者等へのタクシーチケットの検討、また、地域バス等の様々なニーズ

に対する移動支援の手法について検討を行う。
• 現在、本町内の企業が運行している商業施設への送迎バスと連携した地域移動支援の可能性についても、運行している施設管理者へ

のヒアリングを行い、検討を図る。

3-2　新たな公共交通導入の可能性検討の内容


